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今月の主な内容今月の主な内容

7,360
3,514
3,846
3,709

● 那賀町ホームページ https://www.town.tokushima-naka.lg.jp/
● 那賀町携帯サイト https://mobile.town.tokushima-naka.lg.jp/

那賀町ホームページには携帯サイトもあります
携帯電話でも那賀町のお知らせや行事・連絡先や道路災害情報
など主な情報を見ることができますので、ぜひご活用ください。
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令和 5 年 7 月委員会の開催状況について令和 5 年 7 月委員会の開催状況について

日付 会議名 会議内容

７月18日
総務文教常任委員会・
教育委員合同文教施設

視察

ひらだにこども園・きとうこども園・木頭学園
検討会

７月20日

議会改革特別委員会 子育て中の議員を増やす取組み及び本町の少子化への反転対策について

全員協議会

研修「相続・空き家対策セミナー」
講師：藍行政書士事務所　行政書士　遠藤真紀子 様

理事者側の報告事項について

議会改革特別委員会報告事項について

高校生議会について

女性議会の実施について

ラジオ放送難聴地域解消について

令和５年度議員視察研修について

その他

７月26日

那賀町高校生議会 一般質問

医療体制特別委員会
木頭診療所について

その他

下記の日程で会議が開催されました。

相続・空き家対策セミナー

那賀町が実施している事業について、今回の入札では以下の請負業者に決まりました。
詳細については役場本庁舎にて閲覧することができます。
〔お問い合わせ先〕会計課・検査室　TEL 0884–62–1120

町内業者請負状況（建設工事）

契約日 工　　事　　名 工事場所 請負金額 請負業者名

R5.8.3 令和５年度 森林基盤整備事業林道開設工事中山南川線 中山 28,600,000 （株）東和

R5.8.9 令和５年度 地方創生道整備推進交付金事業町道水崎線改良工事 水崎 46,200,000 （有）多田組

R5.8.9 令和５年度 町単独町営大戸残土処理場整備工事 大戸 25,300,000 （株）平谷建設

R5.8.8 令和５年度 県単林道事業林道改良工事南川線 木頭折宇 10,065,000 廣間組（有）

R5.8.3 令和５年度 町単独鷲敷中学校体育館軒天・内樋修繕工事 和食郷 2,035,000 （株）広瀬組

R5.8.4 令和５年度 町単独小仁宇教職員住宅解体工事 小仁宇 8,195,000 八田建設（株）

那賀町議会那賀町議会からからお知らせお知らせ
一般質問から令和５年６月定例会議

主な質問とこれに対する長や関係課等の答弁の要旨は次のとおりです。
一般質問をすぐに視聴したい方は、議会中継又は議会後に放送される録画放送
を御覧ください。

那賀町議会
ホームページアドレス　https://www.town.tokushima-naka.lg.jp/gikai/

山
上　
健
造 

議
員

山
村
留
学
制
度 

那
賀
高
校
の
通

学
補
助
に
つ
い
て

山
村
留
学
制
度
で
は
月
４
万
円
、
那

賀
高
校
通
学
補
助
で
は
月
１
万
円
が

支
給
さ
れ
る
町
外
か
ら
の
転
入
児
童
生
徒
に

対
し
、
町
内
の
子
供
へ
補
助
が
少
な
す
ぎ
る

の
で
は
。
町
内
住
民
を
大
切
に
し
な
け
れ

ば
、
転
出
者
の
流
入
を
止
め
ら
れ
な
い
と
思

う
が
、
ど
う
か
。

高
岡
勇
人
教
育
次
長

少
子
化
対
策
と
し
て
留
学
を
促
進

し
、
移
住
、
定
住
及
び
交
流
人
口
の

拡
大
に
よ
り
学
校
統
廃
合
を
避
け
た
い
と
考

え
て
い
る
。
那
賀
町
内
唯
一
の
高
等
学
校
存

続
の
施
策
と
し
て
遠
距
離
通
学
生
徒
へ
の
補

助
を
実
施
し
て
い
る
。

岡
川
雅
裕
教
育
長

も
う
少
し
検
証
す
る
時
間
を
い
た
だ

き
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
な

改
正
や
新
し
い
施
策
に
取
り
組
み
た
い
と
考

え
て
い
る
。

鷲
敷
簡
易
水
道
に
つ
い
て

毎
年
節
水
の
呼
び
か
け
が
さ
れ
る

が
、
具
体
的
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の

か
。
水
源
地
の
水
量
が
少
な
く
な
っ
て
い
る

今
、
新
し
い
水
源
地
開
拓
の
予
定
は
。
ま
た

水
道
管
の
経
年
劣
化
を
考
え
る
と
計
画
的
な

水
道
管
の
更
新
が
必
要
か
と
思
う
が
、
い
か

が
か
。

北
谷
禎
文
環
境
課
長

節
水
の
呼
び
か
け
は
、
生
活
水
の
節

約
の
状
態
で
は
な
く
、
小
ま
め
な
取

水
や
水
漏
れ
の
確
認
な
ど
を
行
い
節
水
を
意

識
し
て
い
た
だ
く
だ
け
で
も
効
果
と
な
る
。

ま
た
、
今
年
度
に
さ
く
ら
浄
水
場
の
ろ
過
処

理
装
置
の
設
置
を
行
い
、
地
下
水
の
検
討
や

間
伐
に
よ
る
保
水
力
の
回
復
を
計
画
し
て
い

る
。
な
お
、
老
朽
管
等
の
更
新
及
び
耐
震

化
の
設
計
及
び
工
事
を
計
画
的
に
進
め
て

い
く
。

小
川
橋
西
側
の
歩
道
の
設
置
に

つ
い
て前

町
長
は
歩
道
の
設
置
に
つ
い
て
前

向
き
に
県
へ
働
き
か
け
て
い
た
が
、

橋
本
町
長
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
か
。

橋
本
浩
志
町
長

小
川
橋
の
歩
道
は
、
安
全
上
必
要
で

あ
る
と
私
も
感
じ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
以
前
か
ら
県
に
も
お
願
い
し
て
き
た
。

今
後
に
お
い
て
も
県
に
要
望
し
て
い
く
。

県
道
28
号
線
の
阿
瀬
比
加
茂
谷

間
、
国
道
１
９
５
号
の
阿
瀬
比

山
口
間
に
つ
い
て

県
道
28
号
及
び
老
朽
化
の
進
ん
で
い

る
国
道
１
９
５
号
は
、
那
賀
町
民
の

利
用
が
多
い
が
、
改
良
に
向
け
て
那
賀
町
長

と
し
て
ど
う
動
く
の
か
。

橋
本
浩
志
町
長

県
道
28
号
の
改
良
工
事
は
現
在
２
か

所
で
実
施
中
で
あ
り
、
今
後
も
計
画

が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
国
道
１
９
５
号
も

改
良
が
必
要
な
区
間
が
多
く
あ
る
と
認
識
し

て
お
り
、
阿
南
市
と
も
連
携
し
て
県
に
要
望

し
て
い
く
。

那
賀
町
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構

想
の
実
現
に
向
け
てx

ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト
の
充
実
と
情
報
共
有

並
び
に
課
題
に
つ
い
て

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
は
、
ワ
ー

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
サ
ポ
ー
タ
ー
に
Ｉ

Ｃ
Ｔ
支
援
員
が
加
わ
り
、
新
年
度
か
ら
さ

ら
に
具
体
的
な
取
組
が
進
め
ら
れ
て
い
る

が
、
現
状
は
い
か
に
。
こ
れ
ま
で
の
学
習
端

末
デ
ー
タ
を
ど
う
授
業
改
善
に
活
用
す
る
の

か
。活
性
化
を
図
る
た
め
の
方
策
は
。ま
た
、

Ｄ
Ｘ
に
教
育
分
野
も
取
り
込
ん
だ
、
庁
内
横

断
的
な
組
織
を
作
ら
れ
て
は
ど
う
か
。

田
村 

信
幸  

議
員
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高
岡
勇
人
教
育
次
長

毎
月
１
回
の
定
例
リ
モ
ー
ト
会
議
に

よ
り
情
報
共
有
し
て
い
る
。
学
習
端

末
デ
ー
タ
の
授
業
改
善
は
、
活
用
状
況
・
課

題
・
今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
実
施
し
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で

協
議
し
た
い
。

岡
川
雅
裕
教
育
長

学
校
に
出
向
い
た
支
援
員
に
気
軽
に

相
談
し
て
い
た
だ
き
、
全
体
的
な
底

上
げ
を
お
願
い
し
た
い
。

橋
本
浩
志
町
長

Ｄ
Ｘ
は
推
進
す
る
べ
き
だ
と
考
え
て

い
る
が
、
組
織
に
つ
い
て
は
今
後
検

討
し
て
い
く
。

コ
ロ
ナ
５
類
移
行
に
伴
い
、
今

後
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
は
ど
う
な

る
の
か
。
ま
た
、
個
人
の
対
策

の
留
意
点
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
５
類
移
行
後
の
ワ
ク
チ

ン
接
種
方
法
は
い
か
に
。
ま
た
今
後

は
個
人
の
対
策
が
よ
り
求
め
ら
れ
る
が
、
高

齢
者
や
一
人
住
ま
い
が
多
い
本
町
の
実
情
を

踏
ま
え
た
町
民
に
対
す
る
安
心
安
全
な
対
応

策
は
。
ま
た
検
査
キ
ッ
ト
を
１
回
分
だ
け
で

も
町
か
ら
支
給
さ
れ
て
は
ど
う
か
。

大
内
仁
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
室
長

５
月
か
ら
８
月
ま
で
春
接
種
を
実

施
、
９
月
か
ら
12
月
に
は
秋
接
種
の

予
定
で
、
来
年
度
か
ら
有
料
の
見
込
み
。
接

医
療
問
題
に
つ
い
て

人
口
減
や
人
員
不
足
等
で
思
う
よ
う

な
医
療
体
制
が
構
築
で
き
な
く
な
っ

て
い
る
現
状
で
、
我
々
議
会
も
医
療
体
制
特

別
委
員
会
を
設
け
、
各
医
療
機
関
か
ら
の
意

見
聴
取
を
基
に
協
議
を
進
め
て
い
る
。
町
内

の
公
的
医
療
機
関
の
在
り
方
、
救
急
医
療
の

対
応
、
医
療
問
題
解
決
に
向
け
て
の
町
長
の

所
信
を
伺
う
。

橋
本
浩
志
町
長

医
療
体
制
特
別
委
員
会
で
御
論
議
い

た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
お
礼
を
申
し

上
げ
る
と
と
も
に
、
町
と
し
て
も
、
県
や
民

間
と
も
連
携
し
、
医
師
、
看
護
師
の
確
保

に
努
め
、
医
療
体
制
の
維
持
、
充
実
を
図
り

た
い
。

那
賀
町
の
林
業
の
将
来
と
方
向

性
に
つ
い
て

「
林
業
の
復
興
な
く
し
て
那
賀
町
の

活
性
化
は
な
い
」
と
言
わ
れ
て
久
し

い
が
、
町
の
林
業
の
現
状
を
町
長
は
ど
う
考

え
、
ど
の
よ
う
な
政
策
で
活
性
化
を
進
め
る

の
か
。
ま
た
森
林
環
境
譲
与
税
の
活
用
と
方

向
性
は
。
林
業
立
町
の
公
務
員
と
し
て
林
業

従
事
者
を
雇
い
、
安
定
的
な
収
入
で
担
い
手

を
根
付
か
せ
て
は
ど
う
か
。

橋
本
浩
志
町
長

若
手
の
就
業
も
増
え
て
い
る
が
、
高

齢
の
方
が
辞
め
ら
れ
て
お
り
、
全
体

と
し
て
国
勢
調
査
で
は
減
少
し
て
い
る
。
新

規
就
業
含
め
人
材
育
成
を
進
め
る
。
森
林
環

種
率
は
集
計
し
て
い
な
い
。
体
調
が
悪
い
と

き
は
検
査
キ
ッ
ト
を
活
用
、
重
症
化
リ
ス
ク

の
高
い
方
は
医
療
機
関
に
相
談
、
マ
ス
ク
は

外
せ
る
と
き
は
外
し
、
健
康
維
持
に
努
め
て

い
た
だ
き
た
い
。
検
査
キ
ッ
ト
の
補
助
は
、

５
類
移
行
に
伴
い
全
国
的
に
な
く
な
っ
て
き

て
い
る
。

「
川
口
ダ
ム
湖
畔
活
性
化
構
想
」

の
一
環
と
し
て
、
新
施
設
が
整

備
さ
れ
た
。
今
後
の
取
組
と
町

観
光
振
興
計
画
と
の
連
携
に
つ

い
て

県
の
整
備
に
よ
り
、
川
口
湖
畔
に
Ｓ

Ｕ
Ｐ
が
楽
し
め
る
「
あ
く
あ
川
口

ベ
ー
ス
」
が
完
成
し
た
。
周
辺
の
公
立
・
民

間
文
化
体
験
施
設
と
の
連
携
に
よ
り
、
町
を

代
表
す
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
な
る
と
思
う

が
、
町
の
観
光
振
興
計
画
、
今
後
の
展
望
に

つ
い
て
伺
う
。
ま
た
、
こ
の
「
あ
く
あ
川
口

ベ
ー
ス
」
を
公
設
民
営
化
す
る
よ
う
進
言
し

て
は
。

下
内
孝
浩
に
ぎ
わ
い
推
進
課
長

昨
年
度
に
お
い
て
当
該
地
区
の
施
設

が
新
し
く
整
備
さ
れ
、
大
変
盛
況
で

あ
る
。
こ
れ
を
機
に
周
辺
施
設
と
の
連
携
を

図
り
、
関
連
機
関
と
も
十
分
協
議
す
る
。
旧

施
設
の
修
繕
等
も
計
画
的
に
実
施
、
一
層
の

集
客
を
見
込
め
る
よ
う
努
め
た
い
。

橋
本
浩
志
町
長

運
営
に
つ
い
て
は
町
と
し
て
も
、
県

の
企
業
局
と
協
議
を
行
い
、
要
望
し

境
譲
与
税
に
つ
い
て
は
、
手
入
れ
の
遅
れ
て

い
る
山
の
間
伐
や
、
人
材
育
成
な
ど
に
使

い
、
仕
事
の
確
保
、
収
入
の
安
定
化
に
努
め

た
い
。

国
道
１
９
５
号
の
崩
落

（
林
道
網
の
整
備
）
に
つ
い
て

今
回
の
崩
落
に
よ
り
迂
回
路
と
し
て

林
道
が
活
躍
し
て
い
る
。
未
舗
装
の

林
道
も
あ
る
た
め
、
迂
回
路
と
し
て
使
え
る

よ
う
整
備
が
必
要
と
思
う
が
、
い
か
が
か
。

海
陽
町
に
抜
け
る
１
９
３
号
の
改
良
計
画

は
。
ま
た
、
崩
落
し
た
国
道
１
９
５
号
復
旧

等
の
め
ど
は
。

橋
本
浩
志
町
長

迂
回
路
の
重
要
性
は
認
識
し
て
お

り
、
改
良
や
舗
装
が
必
要
な
箇
所
に

つ
い
て
は
実
施
し
て
ま
い
り
た
い
。
崩
落
し

た
国
道
の
復
旧
に
つ
い
て
は
、
県
と
の
情
報

共
有
を
進
め
、
町
民
の
皆
様
に
ケ
ー
ブ
ル
テ

レ
ビ
等
を
活
用
し
、
伝
え
る
。

上
田
善
浩
建
設
課
長

徳
島
県
が
平
成
11
年
度
に
事
業
着
手

し
た
国
道
１
９
３
号（
那
賀
町
海
川
）

の
上
海
川
集
落
手
前
か
ら
林
道
海
川
野
久
保

線
の
交
差
点
ま
で
の
約
2.5
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

道
路
改
良
計
画
は
、
現
在
も
継
続
さ
れ
て
お

り
、
事
業
実
施
し
て
い
る
と
お
聞
き
し
て

い
る
。

て
い
く
。

道
路
の
ラ
イ
ン
（
線
）
整
備
に

よ
る
安
全
確
保
に
つ
い
て

那
賀
町
を
走
る
国
道
、
県
道
、
町
道

等
の
区
画
線
が
消
え
て
い
る
箇
所
が

非
常
に
多
く
、
こ
れ
ら
の
要
因
の
一
つ
と
し

て
重
量
の
重
い
車
両
の
通
行
量
が
多
い
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
町
道
路
に
関
わ
る
予
算
は

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

上
田
善
浩
建
設
課
長

徳
島
県
が
管
理
す
る
国
道
、
県
道
で

は
、
道
路
維
持
補
修
系
予
算
（
道
路

予
算
の
42
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
中
で
、
区
画
線

工
事
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
町
道
に
関

し
て
も
毎
年
、
道
路
維
持
補
修
系
予
算
（
道

路
予
算
の
18
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
中
で
、
町
内

全
域
を
対
象
に
安
全
施
設
設
置
工
事
（
区
画

線
工
を
含
む
）
を
実
施
し
て
い
る
。

那
賀
町
山
の
お
も
ち
ゃ
美
術
館

に
つ
い
て

「
山
の
お
も
ち
ゃ
美
術
館
」
の
所
在

地
が
「
横
石
」
で
あ
る
た
め
、
横
石

の
別
の
地
区
に
迷
い
込
ん
で
来
る
お
客
様
が

い
る
が
、
看
板
設
置
の
予
定
は
。
ま
た
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
学
芸
員
の
「
や
り
が
い
搾
取
」

森
林
法
施
行
令
及
び
施
行
規
則

の
改
正
に
つ
い
て

森
林
法
施
行
令
及
び
施
行
規
則
の
改

正
内
容
と
は
。
改
正
に
よ
り
那
賀
町

へ
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
か
。
ま
た
森
林

施
業
実
施
準
備
に
当
た
り
、
林
業
事
業
体
等

に
は
大
変
な
時
間
と
手
間
が
か
か
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、行
政
と
し
て
の
対
処
は
い
か
に
。

高
岡
栄
作
林
業
振
興
課
長

森
林
法
施
行
規
則
の
改
正
に
よ
り
伐

採
届
の
添
付
書
類
と
し
て
境
界
確
認

書
類
な
ど
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
定
め
ら
れ

た
添
付
書
類
が
省
略
可
能
か
、
代
替
資
料
の

作
成
で
対
応
可
能
か
な
ど
柔
軟
に
対
応
し
な

が
ら
、
制
度
の
必
要
性
に
つ
い
て
丁
寧
に
説

明
し
て
い
く
。

相
続
登
記
義
務
化
に
つ
い
て

令
和
６
年
４
月
１
日
施
行
予
定
の
相

続
登
記
義
務
化
に
つ
い
て
、
相
談
窓

口
は
法
務
局
で
あ
る
が
、
本
町
で
の
相
談
対

応
の
予
定
は
。
ま
た
、
宅
地
、
農
地
、
山
林

と
相
続
手
続
に
必
要
な
情
報
が
各
課
に
分
散

さ
れ
て
い
る
が
、
連
携
を
取
れ
な
い
か
。
相

談
窓
口
の
設
置
も
検
討
し
て
は
。

に
つ
な
が
ら
な
い
方
策
を
伺
う
。

高
岡
栄
作
林
業
振
興
課
長

徳
島
県
管
理
の
案
内
板
に
看
板
を
設

置
で
き
な
い
か
検
討
し
て
い
る
。
全

学
芸
員
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
成
果
と

課
題
を
検
証
す
る
。
ま
た
学
芸
員
の
皆
様
に

は
、
誤
解
や
混
乱
等
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
丁

寧
に
説
明
を
し
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
「
山
の

お
も
ち
ゃ
美
術
館
」
を
作
っ
て
い
き
た
い
。

課
題
解
決
に
向
け
た
橋
本
新
町

長
の
「
意
気
込
み
」
に
つ
い
て

那
賀
町
で
生
ま
れ
た
子
供
が
18
人
と

の
こ
と
。人
口
減
少
の
方
策
と
し
て
、

移
住
者
や
関
係
人
口
を
増
や
す
こ
と
は
必
須

で
あ
る
と
考
え
る
が
、
移
住
希
望
者
が
御
覧

に
な
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
刷
新
等
、
町
長
の

今
後
の
具
体
的
な
方
針
を
尋
ね
る
。

橋
本
浩
志
町
長

那
賀
町
内
の
様
々
な
施
設
を
活
用

し
、
移
住
、
交
流
人
口
拡
大
に
向
け

た
取
組
を
進
め
る
と
と
も
に
、
那
賀
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
今
後
刷
新
し
、
情
報
発
信

を
強
化
し
た
い
。

葛
木
幸
男
総
務
課
長

相
続
登
記
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て

は
、
法
務
局
の
業
務
と
な
る
の
で
、

相
談
等
の
問
合
せ
に
つ
い
て
は
、
法
務
局
へ

御
案
内
す
る
こ
と
に
な
る
。
各
課
の
情
報
に

つ
い
て
、
連
携
の
必
要
な
内
容
に
つ
い
て
は

情
報
共
有
の
連
携
を
行
う
が
、
主
に
各
課
で

の
対
応
と
な
る
。

相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
に
つ

い
て

相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
の
制
度
と

は
。本
町
で
の
相
談
対
応
の
予
定
は
。

宅
地
、
農
地
、
山
林
、
そ
の
ほ
か
で
区
別
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
情
報
を
持
つ
行
政
間
の

連
携
は
し
っ
か
り
取
れ
て
い
る
の
か
。
法
務

局
が
相
談
の
管
轄
で
は
あ
る
が
、
町
内
で
も

専
門
課
を
設
け
て
は
。

西
村
俊
克
税
務
保
険
課
長

土
地
を
相
続
し
た
が
管
理
し
続
け
る

こ
と
が
困
難
で
手
放
し
た
い
と
い
う

場
合
に
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
土
地
に
つ

い
て
は
負
担
金
を
納
め
る
こ
と
で
国
庫
に
帰

属
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
制
度
で
あ

る
。
登
記
情
報
を
把
握
し
て
い
る
税
務
保
険

課
が
対
応
窓
口
と
な
る
。

前
田 

貞
好  

議
員

久
川
治
次
郎  

議
員

髙
木 

健
多  

議
員

野
口 　
穗  

議
員
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雄
の
地
籍
調
査
で
監
査
後
の
処

置
は
適
切
か

平
成
26
年
に
完
了
で
き
な
か
っ
た
雄

の
地
籍
調
査
で
、
２
２
１
筆
の
圃
場

整
備
地
の
中
で
測
量
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
土

地
が
何
筆
あ
り
、
事
後
ど
の
よ
う
に
処
置
さ

れ
た
の
か
伺
う
。

下
内
孝
浩
に
ぎ
わ
い
推
進
課
長

当
該
地
区
の
19
条
５
項
に
指
定
さ
れ

て
い
な
い
筆
数
は
61
筆
で
あ
る
。
そ

の
後
の
処
置
に
つ
い
て
は
受
注
業
者
に
よ
り

復
元
作
業
を
実
施
、
別
業
者
に
よ
る
精
度
確

認
を
行
い
、
調
査
結
果
を
検
定
機
関
に
依
頼

し
て「
問
題
な
し
」と
の
回
答
を
得
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
不
正
と
思
わ
れ
る

事
務
を
解
消
し
公
正
な
町
政
に

ま
い
進
で
き
る
か

上
那
賀
病
院
の
看
護
師
に
は
夜
間
勤

務
が
あ
る
が
、
診
療
所
の
看
護
師
に

は
な
い
。
公
民
館
条
例
の
１
種
は
全
額
町
費

負
担
、
２
種
は
受
益
者
負
担
。
米
軍
機
の
飛

来
に
よ
る
国
へ
の
何
ら
か
の
補
償
の
要
望
。

懲
戒
処
分
等
の
不
公
平
感
。
薬
局
が
撤
退
す

る
木
頭
地
区
住
民
と
他
の
地
区
の
公
平
性
、

こ
れ
ら
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
に
は
。

堤
貴
昭
へ
き
地
医
療
戦
略
室
長

病
院
、
診
療
所
間
の
人
事
異
動
に
つ

い
て
は
、
で
き
る
だ
け
公
正
で
効
率

的
な
方
法
を
人
事
担
当
部
局
や
議
会
の
医
療

体
制
特
別
委
員
会
と
協
議
し
て
い
き
た
い
。

木
頭
地
区
の
調
剤
薬
局
の
撤
退
に
つ
い
て

那
賀
町
の
小
学
校
１
～
４
年
生
ま
で

に
貸
与
さ
れ
て
い
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
に

は
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
が
全
く
か
け
ら
れ
て
い

な
い
。
ネ
ッ
ト
の
有
害
情
報
か
ら
子
供
た
ち

を
守
る
た
め
、
改
め
て
検
討
願
う
。
ま
た
デ

ジ
タ
ル
化
が
進
む
中
、モ
ラ
ル
や
人
権
教
育
、

サ
イ
バ
ー
防
犯
に
関
す
る
啓
発
活
動
の
具
体

的
な
計
画
は
。

高
岡
勇
人
教
育
次
長

小
学
生
用
２
種
類
、
中
学
生
・
教
職

員
・
保
護
者
用
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に

よ
る
注
意
喚
起
を
行
っ
て
き
た
が
、
十
分
に

機
能
し
て
い
な
か
っ
た
。
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ

制
限
の
導
入
も
含
め
、
今
後
検
討
し
た
い
。

米
軍
機
の
飛
行
へ
の
那
賀
町
の

対
応
に
つ
い
て

２
０
１
２
年
か
ら
続
い
て
い
る
米
軍

機
の
飛
行
に
つ
い
て
、
現
在
は
木
頭

支
所
単
独
で
県
に
報
告
し
て
い
る
そ
う
だ

が
、
こ
れ
で
は
那
賀
町
全
体
の
問
題
と
し
て

認
識
さ
れ
な
い
。
隣
の
高
知
県
と
同
様
に
、

那
賀
町
で
も
町
の
防
災
課
案
件
と
し
て
一
括

管
理
し
、県
と
の
連
携
を
取
っ
て
ほ
し
い
が
、

い
か
が
か
。
実
際
に
墜
落
事
故
等
が
起
き
た

場
合
の
対
処
は
検
討
し
て
い
る
の
か
。

根
木
屋
彰
文
防
災
課
長

徳
島
県
へ
の
報
告
に
つ
い
て
は
即
時

性
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
木
頭
支
所

か
ら
直
接
報
告
し
て
い
る
が
、
当
然
防
災
課

で
も
把
握
し
て
お
り
、
那
賀
町
全
体
の
問
題

と
認
識
し
て
い
る
。
墜
落
事
故
に
つ
い
て
、

事
前
避
難
と
い
っ
た
対
応
は
現
実
的
で
は
な

は
、
地
域
住
民
の
利
便
性
が
損
な
わ
れ
な
い

よ
う
対
応
し
て
い
き
た
い
。

高
岡
勇
人
教
育
次
長

第
２
種
公
民
館
は
、
使
用
料
金
を
設

定
せ
ず
地
域
に
委
託
し
て
お
り
、
使

い
便
利
の
い
い
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
公
平

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
大
規
模
修
繕
費
に

は
補
助
金
活
用
を
お
願
い
し
た
い
。

根
木
屋
彰
文
防
災
課
長

令
和
２
年
度
に
は
、
三
好
市
、
牟
岐

町
、
海
陽
町
、
那
賀
町
の
長
が
中
国

四
国
防
衛
局
を
訪
問
し
、
米
軍
機
飛
行
訓
練

に
つ
い
て
の
要
請
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
も

徳
島
県
や
関
係
市
町
と
連
携
を
取
り
な
が
ら

進
め
て
い
き
た
い
。

葛
木
幸
男
総
務
課
長

那
賀
町
に
お
い
て
は
、
町
の
例
規
で

規
定
さ
れ
て
い
る
当
該
行
為
の
内

容
、
故
意
・
過
失
等
の
程
度
や
、
そ
の
他
、

ま
た
日
頃
の
勤
務
態
度
等
を
総
合
的
に
考
慮

し
な
が
ら
処
分
の
内
容
を
決
定
し
て
い
る
。

平
谷
崩
落
事
故
に
関
連
し
て
、

上
流
部
の
救
急
体
制
や
交
通
、

復
旧
工
事
な
ど
の
情
報
の
取
扱

い
に
つ
い
て

く
、
困
難
で
あ
る
。

役
場
が
推
奨
す
る
成
年
後
見
人

は
絶
対
的
に
正
し
い
の
か
に
つ

い
て

成
年
後
見
人
制
度
の
必
要
性
は
認
め

る
が
、
成
年
後
見
制
度
の
後
見
人
に

問
題
が
あ
っ
た
場
合
の
対
処
は
い
か
に
。
ま

た
、
今
あ
る
制
度
の
問
題
点
は
何
か
。

池
田
繫
人
保
健
医
療
福
祉
課
長

今
回
の
件
に
つ
い
て
は
、
後
見
人
と

施
設
間
で
の
や
り
取
り
に
お
け
る
事

例
と
聞
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
後
見
人
に
対

し
て
不
平
不
満
が
出
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
は
国
の
制
度
で
あ

る
の
で
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
ト
ラ
ブ

ル
に
お
い
て
、
過
去
の
解
決
事

例
を
示
せ

こ
こ
数
年
役
場
内
外
で
パ
ワ
ハ
ラ
事

案
の
相
談
を
受
け
た
が
、
担
当
部
局

は
解
決
で
き
る
専
門
的
な
知
識
を
持
っ
て

い
る
の
か
。
解
決
し
た
事
案
が
あ
れ
ば
伺
い

た
い
。

防
災
無
線
を
使
用
し
た
救
急
車
と
迂

回
路
の
ガ
ー
ド
マ
ン
と
の
情
報
伝
達

体
制
が
敷
か
れ
た
が
、
活
用
実
績
は
。
崩
落

直
後
情
報
が
錯
綜
し
て
い
た
が
、
な
ぜ
情
報

統
括
本
部
設
置
が
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
の

か
。
今
後
は
災
害
時
に
各
課
に
横
断
す
る
情

報
を
統
括
、
住
民
に
迅
速
に
伝
え
共
有
で
き

る
組
織
的
な
対
応
を
願
う
。

西
村
文
孝
消
防
長

救
急
車
等
も
迂
回
路
を
走
行
し
て
い

る
が
、
緊
急
車
両
の
片
側
通
行
区
間

の
待
機
時
間
短
縮
を
目
的
に
、
５
月
27
日
よ

り
防
災
無
線
放
送
を
実
施
し
、
交
通
整
理
員

及
び
住
民
の
方
々
の
御
協
力
に
よ
り
全
件
待

機
時
間
な
く
通
行
で
き
て
い
る
。

橋
本
浩
志
町
長

国
道
崩
落
の
少
し
前
か
ら
予
兆
が
あ

り
、
関
係
各
課
で
県
と
も
協
議
を
進

め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
組
織
的
な
対
応
を

実
施
し
て
き
た
。

木
頭
で
営
業
し
て
い
る
調
剤
薬

局
が
８
月
に
撤
退
す
る
こ
と
に

つ
い
て調

剤
薬
局
撤
退
の
経
緯
及
び
今
後
の

対
応
に
つ
い
て
、
住
民
説
明
会
の
予

定
は
な
い
の
か
。
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
な

ぜ
か
。
オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
で
の
処
方
が

検
討
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
デ
ジ
タ

ル
機
器
に
不
慣
れ
な
高
齢
者
の
方
の
た
め
に

対
面
の
ま
ま
引
き
続
き
対
応
願
う
。

葛
木
幸
男
総
務
課
長

町
と
し
て
の
措
置
に
つ
い
て
は
、「
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
」
と
し
て
周
知
を
行
い
、
相
談
窓
口

に
つ
い
て
も
設
置
を
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

相
談
が
あ
る
場
合
は
、
当
事
者
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
守
り
な
が
ら
事
実
関
係
の
掌
握
に
努

め
、
そ
の
対
応
に
双
方
よ
り
理
解
を
い
た
だ

い
て
い
る
。

役
場
職
員
の
勤
怠
管
理
は
徹
底

で
き
て
い
る
の
か
に
つ
い
て

労
働
基
準
監
督
署
長
は
「
公
務
員
は

労
働
基
準
法
の
一
部
適
用
外
だ
」
と

言
う
。
民
間
は
公
務
員
よ
り
も
煩
雑
な
労
務

管
理
を
結
果
的
に
強
い
ら
れ
て
い
る
が
、
公

務
員
に
お
け
る
勤
怠
管
理
は
徹
底
さ
れ
て
い

る
の
か
。

葛
木
幸
男
総
務
課
長

公
務
員
に
つ
い
て
は
労
働
基
準
法
の

一
部
適
用
外
と
な
っ
て
い
る
が
、
労

働
基
準
に
つ
い
て
は
「
地
方
公
務
員
法
」「
那

賀
町
条
例
」
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、

勤
怠
管
理
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基

づ
い
た
運
用
管
理
を
行
っ
て
い
る
。

木
沢
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

へ
の
監
査
は
真
摯
に
受
け
止
め

て
い
る
か
に
つ
い
て

当
該
施
設
は
、
監
査
報
告
で
「
利
用

者
１
日
平
均
6.8
人
、
常
時
ス
タ
ッ

堤
貴
昭
へ
き
地
医
療
戦
略
室
長

オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
に
つ
い
て
実

施
方
法
が
固
ま
り
切
っ
て
お
ら
ず
説

明
会
が
で
き
て
い
な
い
が
、
予
算
が
可
決
さ

れ
機
材
等
準
備
が
整
え
ば
実
際
の
運
用
に
つ

い
て
現
地
で
説
明
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い

る
。
院
内
で
の
調
剤
に
つ
い
て
も
引
き
続
き

検
討
し
て
い
き
た
い
。

那
賀
町
に
お
け
る
男
女
共
同
参

画
に
つ
い
て

性
被
害
、
D
Ⅴ
、
ま
た
女
性
の
貧
困

と
い
っ
た
女
性
住
民
の
問
題
に
対

し
、
男
女
共
同
参
画
の
部
局
等
専
任
で
の
対

応
が
可
能
な
体
制
を
築
い
て
ほ
し
い
が
、
い

か
が
か
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て

の
広
報
活
動
が
少
な
い
よ
う
に
感
じ
る
が
、

今
後
の
広
報
啓
発
活
動
を
ど
う
考
え
て
い

る
か
。

葛
木
幸
男
総
務
課
長

総
合
窓
口
と
し
て
総
務
課
に
職
員
を

１
名
配
置
し
て
い
る
が
、
幅
広
い
分

野
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
、
部
署
に
お
い

て
横
断
的
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。広
報
に
つ
い
て
も
、内
容
を
検
討
し
、

分
か
り
や
す
い
相
談
窓
口
を
御
案
内
で
き
る

よ
う
検
討
し
て
い
く
。

小
中
学
校
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教

育
で
貸
与
さ
れ
て
い
る
タ
ブ

レ
ッ
ト
な
ど
の
教
材
を
サ
イ

バ
ー
犯
罪
へ
の
入
口
に
し
な
い

た
め
に

フ
が
６
、７
人
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

人
員
基
準
で
は
２
名
の
ス
タ
ッ
フ
で
よ
い
。

施
設
の
必
要
性
は
理
解
す
る
が
、
毎
年
約

二
千
五
百
万
円
の
赤
字
を
削
れ
ば
、
人
口
減

少
施
策
に
充
て
ら
れ
る
よ
う
民
間
並
み
に
改

善
願
う
。

池
田
繫
人
保
健
医
療
福
祉
課
長

地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
人
員
基
準

で
は
常
時
４
、５
名
の
従
業
者
は
必

要
で
あ
る
。ま
た
、千
八
百
万
円
の
赤
字
は
、

決
し
て
少
な
い
数
字
で
は
な
い
が
、
木
沢
地

区
の
在
宅
介
護
の
必
要
な
方
の
半
数
が
木
沢

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
た
め
、
現

時
点
で
は
閉
鎖
は
考
え
て
い
な
い
。

橋
本
町
長
は
、
町
長
と
い
う
立

場
を
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て

橋
本
町
長
に
と
っ
て「
町
長
」と
は
仕
事
か
、

も
し
く
は
生
活
な
の
か
。
現
在
ど
ん

ど
ん
子
供
の
数
が
減
っ
て
い
る
那
賀

町
だ
が
、
町
長
に
は
こ
の
那
賀
町
に
骨
を
埋

め
る
覚
悟
が
あ
る
の
か
。

橋
本
浩
志
町
長

「
町
長
」
と
は
「
仕
事
」
で
あ
り
、「
生
活
」

で
も
あ
り
、
両
者
で
あ
る
と
思
っ
て

い
る
。
ま
た
「
町
長
」
と
し
て
の
「
責

任
」
に
つ
い
て
非
常
に
重
い
も
の
だ
と
認
識

し
て
い
る
。

重　
陵
加  

議
員

柏
木　

 

岳  

議
員
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新型コロナワクチン新型コロナワクチン追加接種追加接種についてについて

新型コロナワクチン新型コロナワクチン初回接種（２回）初回接種（２回）についてについて

令和5年10月より、（新ワクチン）オミクロン株XBB1.5系統に対応した1価ワクチン接種が開始されます。

令和5年10月より、（新ワクチン）オミクロン株XBB1.5系統に対応したワクチンで初回接種を受けられます。

対 象 者：初回接種を完了している12歳以上の者
接種ワクチン：ファイザー社製またはモデルナ社製  オミクロン株XBB1.5対応１価ワクチン

対 象 者：初回接種（２回）を完了していない12歳以上の者
接種ワクチン：ファイザー社製  オミクロン株XBB1.5対応１価ワクチン

〇前回の接種から３カ月以上の間隔を空けて接種を受けることができます
【接種券の送付時期】接種歴に応じて順次、個別に通知いたします。

　接種券はそのまま使用できます。再発行を希望される方は、再発行申請フォーム（インターネット用二次元コー
ドを読み取り）から申請してください。

　接種券はすでに送付しているシール型の用紙を使用できます。再発行を希望される方は、再発行申請フォーム（イ
ンターネット用二次元コードを読み取り）から申請してください。
　また、那賀町へ転入された方は、接種歴の確認後に発行しますので、保健センターまでご連絡ください。

お電話またはインターネットで予約をお取
りください。
●電話予約
　那賀町保健センター　
　新型コロナウイルス感染症対策室
　【電　　話】0884-62-3892
　【受付時間】平日８：30～17：15
●インターネット予約（24時間対応）
　 二次元コードを読み取り、予約画面へお進み

ください。※この画面から予約内容の確認も
できます。

☆  12歳未満の方で、前回オミクロン株ワクチンを接種済の方につ
いては、接種できる医療機関が決まり次第個別に通知いたします。

☆  このほか、追加で決定した事項については、随時那賀町ホーム
ページや告知端末等でお知らせいたします。

接種歴 発送時期

前回のオミクロン株
ワクチン接種が

令和５年６月末まで 令和５年９月上旬
令和５年７月末まで 令和５年10月中旬
令和５年８月末まで 令和５年11月初旬

未使用の接種券がお手元にある方・紛失された方

接種券について

初回接種・追加接種ができる町内の医療機関 予約方法

お問い合わせ先　那賀町保健センター 新型コロナウイルス感染症対策室   0884-62-3892 

わだ内科 那賀町の希望を創る診療所

山本医院 日野谷診療所

上那賀病院 木沢診療所

木頭診療所 ※すべて12歳以上が対象です

●接種券再発行フォーム●接種券再発行フォーム
右の二次元コードを読み取り、接種券の発行を
申請してください。

こくねん情報です

保険料の後払い（追納）をお勧めします！
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある

場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
（納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。）
しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付（追納）

することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民
税が軽減されます。ぜひ、追納申込をお勧めします。

【追納に関する注意事項】
・追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
　�追納申込書を追納期限の直前に提出すると、期限までに追納できなくなる場合がありますので、お早めにご提
出ください。

�・�保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間のうち、原則古い期間の分から納めてください。
ただし、納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間と免除の承認を受けた期間がどちらもある方については、
年金事務所にご相談ください。

・�保険料の免除もしくは納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、３年度目以降に保険料を追納する
場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお
勧めします。

　なお、令和５年度中に追納していただく際の保険料は、※のとおりです。
�・老齢基礎年金を受給することが出来る方は追納できません。

国民年金保険料免除等の追納について

那賀町役場住民課国民年金担当　TEL 0884-62-1194
徳島南年金事務所国民年金課　　TEL 088-652-3114

ねんりんたろうくん

※令和５年度中に追納していただく際の追納保険料額

※追納加算額はありません。

　 全額免除 ４分の３免除 半額免除 ４分の１免除

平成25年度の月分 15,220円� 11,420円� 7,610円� 3,810円

平成26年度の月分 15,370円� 11,530円� 7,680円� 3,840円

平成27年度の月分 15,700円� 11,770円� 7,840円� 3,930円

平成28年度の月分 16,360円� 12,260円� 8,180円� 4,080円

平成29年度の月分 16,570円� 12,430円� 8,280円� 4,140円

平成30年度の月分 16,410円 12,300円 8,200円 4,100円

令和元年度の月分 16,460円� 12,350円� 8,220円� 4,110円

令和２年度の月分 16,570円� 12,420円� 8,290円� 4,140円

令和３年度の月分 16,610円※� 12,460円※� 8,300円※� 4,150円※

令和４年度の月分 16,590円※� 12,440円※� 8,290円※� 4,150円※
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インフルエンザ予防接種のお知らせインフルエンザ予防接種のお知らせ
高齢者と1歳～18歳のお子様の予防接種は、

接種できる医療機関が異なりますのでご注意ください。

　那賀町では１歳~18歳の任意接種において、接種費用の一部助成を行っております。

◆対 象 者　 那賀町に住民登録をしている被接種者（またはその保護者）がインフルエンザ予防接種を希
望し、以下の助成条件を全て満たす方。

　①接種日に１歳~18歳の年齢であること
　②町内の指定医療機関で予防接種を受けること（※１回目と２回目は同じ医療機関で接種すること）
　③母子手帳、はぐくみ医療受給者証、健康保険証を提示すること

◆実施期間　 令和５年10月１日（日）~令和６年１月15日（月）
　　　　　　（※具体的には医療機関によって異なるので、各医療機関にお問い合わせください。）

◆医療機関　町内指定医療機関限定です！（町外で接種する場合は助成対象外）
※接種回数と接種費用については年齢によって異なるためご注意ください。 下記の表をご参照ください。

（※費用は変更になる可能性がございます。）
◆接種までの流れ
　①ご希望の町内指定医療機関へ予約する。
　　※予約が必要か、「指定医療機関一覧」へ記載しています。
　②必要な持ち物を持って予防接種を受けましょう。

◆必要な持ち物
　・接種費用　・母子手帳　・はぐくみ医療受給者証　・健康保険証
　　※２回接種される方は、接種の都度必ずお持ちください。
那賀町では、１回につき、2,500円の接種費用の助成を行っております（２回の接種で計5,000円の助成）。

◆対象者　 那賀町に住民登録をしている被接種者がインフルエンザ予防接種を希望し、以下のいずれかに
該当する方。

　①接種日当日に満65歳以上の方
　②接種日当日に60～65歳未満で、身体障害者手帳１級相当の方
　　 （心臓・腎臓・呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫

不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害があり、かかりつけ医によ
り定期接種の対象とみなされる方）ご希望される方は保健センターまでご連絡ください。

◆実施期間　令和５年10月１日（日）~令和６年１月15日（月）
　　　　　　（※具体的には医療機関によって異なるので、各医療機関にお問い合わせください。）

◆医療機関　 県内の委託医療機関。（町内は「指定医療機関一覧」へ記載しています。町外については、
保健センター（予防接種担当）までお問い合わせください。）

◆接種回数　１回

◆接種費用　1,600円（※費用は変更になる可能性がございます。）

　町内か町外かによって、申込み方法や持ち物が異なります。下記をご参照ください。

●受診までの流れ
　（１）希望する町内指定医療機関へ予約
　　 　※ 予約の有無は、指定医療館一覧に記載し

ております。
　（２）必要な物を持ち、予防接種を受けましょう！
　　　予診票はボールペンでご記入ください。

●必要な持ち物　接種費用／健康保険証

●町内指定医療機関

●受診までの流れ
　（１）９月19日（火）より保健センターで受付を開始します。
　　　　町外での接種を希望される場合、必ず専用の予診票が必要となります。
　　　　電話（62-3892）又は、直接保健センターまでお越しください。
　　　　※直接お越しになる際には、本人確認を行うため健康保険証をお持ちください。
　（２） 保健センターで対象者を確認させていただき、町外医療機関専用の予診票を郵送又は、窓口にて

交付いたします。
　（３）予約必要の有無等、ご自身で確認してください。
　　 　※（２）でお聞きした医療機関を変更するときは、保健センターへご連絡ください。
　（４）必要な物を持ち、予防接種を受けましょう！
　　 　予診票はボールペンでご記入ください。

●必要な持ち物　接種費用／健康保険証／専用の予診票 

　19歳～64歳の任意接種は、各医療機関によって実施期間や接種費用が異なります。

◆実施期間　各医療機関にお問い合わせください。
◆医療機関　接種の実施については各医療機関にお問い合わせください。
◆接種回数　１回
◆接種費用　3,500円（那賀町内での費用です）

【小児等の任意接種】1~18歳

【高齢者の定期接種】65歳～

町内での接種を希望される方

町外での接種を希望される方

【19歳～64歳の任意接種】

町外の医療機関で予防接種をされる場合は、ご自身で確認してください。お問い合わせ先　那賀町保健センター（予防接種担当）　0884-62-3892 

対象年齢 １歳〜13未満 13歳〜19歳未満
接種回数 ２回 １回

接 種 量 ３歳未満：0.25㎖
３歳以上：  0.5㎖ 0.5㎖

接種間隔
２〜４週間

※免疫向上のため、１週間以上の間隔を
開けることが望ましい。

ー

接種費用 １回 1,000円 2,000円

【要予約】
わ だ 内 科 　☎62-3311 日野谷診療所　☎62-0073
木頭診療所　☎68-2102

【予約不要】
山 本 医 院 　☎62-3577 上 那 賀 病 院 　☎66-0211
木沢診療所　☎65-2409
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令和 5 年度  歯周病検診のご案内
歯周病は口臭の原因や歯を失うだけでなく、脳血管疾患・心臓病・糖尿病など生活習慣病を悪化させ、認知症

の発症とも関連があります。那賀町では、歯周病の予防と早期発見を推進し、高齢期において健康で快適な生活
が送れるよう支援することを目的として歯周病検診を実施しています。

●対 象 者 　那賀町に住民登録があり、
　　　　　　今年度40歳、50歳、60歳、70歳になる方
　　　　　　※対象者には、8月末にハガキ（検診の受診券を兼ねる）を送付しております。
●実施期間　９月１日（金）〜12月28日（木）
●検診料金　600円（生活保護世帯は無料）
●受診方法　�事前に下記の指定歯科医院等に予約をし、歯周病検診受診券（ハガキ）と保険証、
　　　　　　検診料金を持参の上、各診療時間内に受診してください。
●指定歯科医院等

●対象となる世帯        ������������
・令和５年度住民税非課税世帯
基準日（令和５年６月１日）において、那賀町に住民
票があり、世帯全員の令和５年度の住民税均等割が非
課税である世帯
※�住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみ
からなる世帯は対象外です。

　�例えば、別居している親（住民税課税者）に扶養さ
れている学生の一人暮らしや、子ども（課税者）に
扶養されている高齢者夫婦の世帯などは対象外とな
ります。

●給付内容���
１世帯あたり３万円の現金給付

●手続き方法・給付時期について����
・確認書または申請書が届いた世帯
令和５年９月１日に対象者へ郵送しています。内容を
確認いただき、必要事項に記入かつ必要に応じて確認
書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で返送してくだ
さい。
●申請期限
確認書及び申請書の申請期限は「令和５年11月30日
まで」です。
郵送される場合は当日消印有効です。
申請期限を過ぎたものは給付を受けられませんので、
予めご了承ください。
詳しくは、那賀町ホームページをご確認ください。

有効期限　令和５年10月１日（日）〜令和６年１月31日（水）
対 象 者 　令和５年４月１日現在、那賀町に住民登録があり、下記のいずれかに該当する方

①昭和18年10月１日〜昭和33年４月１日生まれの方
②昭和18年９月30日以前に生まれた方
※�令和５年９月30日を基準として80歳を迎えているかどうかで配布をする商品券の
種類が異なります。

※商品券配送実施前に死亡または町外へ転出された方は対象外となります。
金　　額　①１人あたり3,000円分（500円×６枚）
　　　　　②１人あたり7,000円分（500円×14枚）
取扱店舗　町内小売店・飲食店・サービス業者等（那賀町商工会会員）
注 意 点 　この商品券は、取扱店舗にて商品とお取り替えいたします。
　　　　　この商品券は、現金とのお引き換えはいたしません。
　　　　　この商品券は、釣り銭は出ません。
　　　　　この商品券に、番号のないものは無効となります。
　　　　　この商品券の有効期限を経過したものは無効となります。

医療機関名 住所 連絡先

中原歯科医院 和食郷字南川175-1 0884–62–1181

村田歯科医院 延野大原250-12 0884–62–3155

木頭診療所（歯科：月・金） 木頭和無田イワツシ1 0884–68–2102

障がい等級
※障害者手帳の等級ではありません １級 ２級

手当の月額（一人当たり） 53,700円 35,760円

問合せ先　那賀町保健センター 健康増進担当　☎0884-62-3892

特別児童扶養手当についてお知らせ特別児童扶養手当についてお知らせ
「特別児童扶養手当」について

　20歳未満で、政令に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母（主として児童の生計
を維持するいずれか一人）または父母にかわって児童を養育（児童と同居し、監護し、生計を維持）
する人が認定請求できます。※申請が必要です。
　ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
（１）手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
（２）児童が児童福祉施設（母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く）に入所しているとき
（３）児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

※手当の月額は、物価変動等の要因により今後改定されることがあります。
※障がい等級については、医師の作成した診断書により判断されます。

この他にも、受給者の所得制限など支給要件があります。
詳しくは保健医療福祉課までお問い合せください。（0884–62–1141）

手当月額＊令和５年４月現在

町内商店で使用できる町内商店で使用できる
「那賀町高齢者応援商品券」を配布いたします。「那賀町高齢者応援商品券」を配布いたします。

那賀町役場 保健医療福祉課　☎0884-62-1141
那賀町商工会　　　　　　　 ☎0884-62-0183問い合せ先

令和５年度 那賀町電力･ガス･食料品等価格高騰令和５年度 那賀町電力･ガス･食料品等価格高騰
重点支援給付金のご案内重点支援給付金のご案内

【お問合せ先】保健医療福祉課 給付金担当　電話：62-1141 

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増をふまえ、特に家計への影響が大きい電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増をふまえ、特に家計への影響が大きい
住民税非課税世帯等に対し、給付金を支給します。住民税非課税世帯等に対し、給付金を支給します。

無料で歯ブラシプレゼント！
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　大切なペットの望まない繁殖を防ぎ、不幸な犬・猫を増やさないため、子犬や子猫が生まれても育てる自信が
ないときは、避妊・去勢手術を受けさせましょう。

【助成対象者】・飼育者が那賀町に住所を有し、かつ、那賀町にて飼育されているもの。
　　　　　　・犬については、犬の登録と当年度の狂犬病予防注射が実施されていること。

【助 成 額】１頭につき5,000円
【助成頭数】30頭（申込者多数の場合は、抽選となりますのでご了承ください。）
【申込方法】次の必要事項を記入の上、官製往復はがきにてお申し込み下さい。
【宛　　先】〒770-8007 徳島市新浜本町２丁目３番６号　公益社団法人 徳島県獣医師会
【記載事項】①飼い主の住所、氏名、電話番号　②犬・猫の別、名前、性別、毛色、年齢
　　　　　　③（犬の場合のみ）犬の登録鑑札番号及び狂犬病予防注射済票番号
　　　　　　※返信用はがきの宛名欄にも、申込者の住所、氏名、郵便番号を記載してください。

【申込期間】令和５年10月１日から同月31日まで（当日必着）
　　　　　　助成の決定については、後日、返信はがきにてご連絡いたします。

【お問い合わせ先】那賀町役場環境課　☎️0884-62-1192
　　　　　　　　　公益社団法人�徳島県獣医師会　☎️088-663-6607

　令和５年８月19日〜20日の２日間、中国・四国地区代表を中心とした32チームが参加し、第19回三原市長旗少年野球
大会が広島県三原市で開催されました。徳島県代表の「相生クラブ」は、Ａブロック（16チーム）で県外強豪チームと対
戦し、見事ブロック優勝！総合準優勝の栄冠を手にしました。
（※大会規定により、ブロック優勝チーム同士の決勝戦は行わず、各ブロック決勝戦での失点数で総合優勝を決定）
　厳しい暑さをもろともせず、県外チームに臆すること無く、小さな山のチームが輝かしい成績を収めました。ブロック
優勝した瞬間選手達がマウンドに集まり、優勝を喜び合う姿が印象的でした。
　９月９・10日には、６年生最後となる相生大会を開催します。今後とも変わらぬご声援よろしくお願いします。

　令和５年７月16日、６チーム
が参加し、第25回選抜少年野球鷲
敷大会が開催されました。毎試合
１点を争う好ゲームが繰り広げら
れた結果、２年連続で相生クラブ
が優勝しました。
　応援ありがとうございました。

犬、猫の不妊犬、猫の不妊（避妊・去勢）（避妊・去勢）手術の助成について手術の助成について

令和５年７月、山上 氏（日浦 88歳）は、地方自治に係
る高齢者叙勲として、議会議員の功績が認められ、旭日
単光章を受章されました。

前田  常夫さん（那賀町菖蒲）
大正12年７月21日 生まれ

前田さんのご長寿を記念して、利用されている
特別養護老人ホームで記念式典が開催され、県知
事及び那賀町長のお祝い状と記念品の贈呈が行わ
れました。ご家族と一緒にくす玉を割り、皆さん
からの祝福の言葉に頷きで応えられ、職員やユニッ
トの皆さんと共に記念撮影を行いました。元気の
秘訣はしっかりと食べることで、食事は毎回完食
されています。

これからもお元気で長生きしてください。     

高齢者叙勲高齢者叙勲
地方自治功労旭日単光章地方自治功労旭日単光章

山上 隆雄山上 隆雄氏氏

受 章祝 100歳100歳
おめでとうございますおめでとうございます

【Ａブロック】16チーム
【1回戦】4 - 3  桜井クラブ <愛媛県>
【準々決勝】8 - 1  幸崎パイレーツ <広島県>
【準決勝】7 - 0  小野エース･日野ライオンズ <京都府>
【決　勝】9 - 3  郷内ノーティボーイズ <岡山県>

●相生クラブ試合結果●　三原市民球場●相生クラブ試合結果●　三原市民球場他他

【Ａブロック】優勝　　【総合】準優勝【Ａブロック】優勝　　【総合】準優勝
第19回 三原市長旗少年野球 中四国大会第19回 三原市長旗少年野球 中四国大会＜8/19～8/20＞＜8/19～8/20＞

広島県三原市広島県三原市

Ａブロック優
勝！相生クラ

ブ
Ａブロック優

勝！相生クラ
ブ

第25回 選抜少年野球鷲敷大会第25回 選抜少年野球鷲敷大会優勝！相生ク
ラブ

優勝！相生ク
ラブ

優秀選手賞

湯浅 公就
最優秀選手賞

近藤 陽斗

少年野球 相生クラブ少年野球 相生クラブ

はじめまして。８月から月のうち半分程度那賀町に住む
ことになりました森昭二です。出身は温泉の町大分県別府
市で育ち、関西学院大学卒業後は、就職で東京、福岡、鹿
児島と過ごしてきました。昨年10月に総合制作事業会社

（株）博報堂プロダクツと那賀町が地域活性化包括連携協
定を締結し、人口減少対策や観光振興のための施策につい
て役場職員の皆様方と約半年間協議してきました。その中
で、１つでもより早く事業計画策定できるように、この度
総務省の制度を利用し『地域活性化起業人』として、働か
せていただくことになりました。任期は来年３月末までで
すが、最長３年間です。オフの日は相生晩茶やキックボク
シングの体験に出かけたり、平日夜は剣道の審判の資格取
得のために、振武館にも通わせて頂いております。これか
らも那賀町の発展のためにいい汗をかきたいと思います
ので、宜しくお願い致します。

地域活性化起業人
株式会社博報堂プロダクツ

森　昭二

ご 挨 拶
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剣山は、標高1,955ｍの高山で、国定公園の主峰である。中腹の霊場富士の池や見ノ越は、冷温帯を代表するブナ林の中心で
あり、標高が1,600ｍともなると、樹相は一変して針葉樹林帯に入る。更に標高を加えると、亜高山帯のシコクシラベが出現し
頂上一帯に見事な樹林をつくる。また所によっては風致に富んだアカカンバの樹林も見られる。山頂部は絶えず強風にさらさ
れるため背の高い木本類は育たず、草原となっている。気温は著しく低下し、年平均気温は摂氏4.2度前後、最低気温は零下
10数度になることもまれではない。

シラベは元来本州北部のもので、地質時代の氷河期に南下し、気候の回復とともに四国の高山
で生き残ったもので、シラベの南限として知られている。この一帯には剣山で初めて名前がつけ
られた植物や高山の珍しい植物が多く、頂上の草原には、マイヅルソウ、タカネオトギリ、ミヤ
マアキノキリンソウ、トゲアザミ、シコクフウロなどが生育している。また、石灰岩の露岩地な
どにはタカネバラ、ツルギハナウド、キレンゲショウマ、ケンザンデンダなどの貴重な植物が多い。

近年は、登山者の増加に加え、シカなどの野生草食獣による食害が目立つようになり、貴重な
自然の荒廃が懸念されている。 シコクフウロシコクフウロ

那賀川中流の景観を見ると、田野より上流では蛇行が著しく、古い蛇行の跡は段丘を伴う三日月型の谷底平野を形作る。中で
も那賀町細淵から観音の間の那賀川は鷲敷ラインと呼ばれている。

段丘を下って河原に降りると、岩盤の浸食による凹凸の多い河床には、奇岩が並び立ち、急な瀬
と深い淵が交互に現れて、豪壮な流れのある風景が展開する。当地はカヌーの競技地としても適し
ており、船上から鷲敷ラインの景観を楽しむことも一興であろう。

田野より下流では、那賀川が蛇行し、東流から北流へと大きく流路を変更する。この地点は地質
の大きな境界でもあり、東西に「仏像構造線」が通過する。断層の南側は四万十帯の白亜紀付加体
に属し、鷲敷ラインに見る砂岩優勢層が分布する。

北側の太龍寺山塊は、石灰岩やチャートの堅い岩塊で特徴づけられ、秩父帯のジュラ紀付加体に
属する。断層を境に隆起を続ける太龍寺山塊は、南北に横断する那賀川の浸食によりＶ字谷を形成
する。この急な斜面を河床から50ｍほど登った山腹に位置する氷柱観音は、海底火山上のサンゴ礁
に由来する三畳紀石灰岩が溶食されてできた鍾乳洞と鍾乳石に祀られている。洞内の鍾乳石が名称
の由来となった。鍾乳洞は小規模ながらも、観音堂の緑豊かな佇まいと共に、涼味に溢れた景観を
醸し出している。河床は徳島県独自のナカガワノギクの自生地でもある。

文化財紹介コーナー那賀町の

剣山並びに亜寒帯植物林剣山並びに亜寒帯植物林

鷲敷ライン及び氷柱観音鷲敷ライン及び氷柱観音

県指定文化財 県指定文化財 シリーズ２２

名勝天然記念物名勝天然記念物
指定年月日；昭和29年１月29日指定年月日；昭和29年１月29日

所在地：美馬市木屋平、那賀町、三好市東祖谷所在地：美馬市木屋平、那賀町、三好市東祖谷

名勝名勝
指定年月日；昭和30年７月15日指定年月日；昭和30年７月15日

所在地：那賀町細渕から氷柱観音まで所在地：那賀町細渕から氷柱観音まで

シコクシラベシコクシラベ

カヌー競技カヌー競技

ナカガワノギクナカガワノギク

令和５年度 育成センターだより 第２号令和５年度 育成センターだより 第２号

２学期始まる２学期始まる
町内の各学校においては長かった夏休みも無事終わ

り、久し振りに校庭や通学路にいつもの子どもたちの
元気な姿が戻ってきました。制服姿で賑やかに登校す
る姿を見るのはいいものです。何だかこちらも元気を
もらったようで嬉しく、ホッとした気持ちになるのは
私だけでしょうか。
夏休み中、町内の子どもたちは大きな事故等に遭う

ことや犯罪被害、不審者被害に巻き込まれるといった
事案や非行問題もなく、楽しい夏休みを終え、一回り
逞しくなって２学期を迎えることができたのは何より
だと思います。これもひとえに学校関係者や保護者並
びに地域の皆様のご指導、見守り等のおかげ、成果で
あると考えます。
この夏も色々な体験をしたことでしょう。その貴重

な体験を通して学んだことも多かったと思います。そ
の学びを今後の学校生活に生かしてくれることを期待
しています。

鷲敷小薬物乱用防止教室 6/2

相生小防犯教室 6/21

交通安全教室
相生小 5/30

見守り隊委嘱式
蛭子神社前 5/11

自衛隊見学体験 
相生小 7/25  鷲敷小 7/26

親子ボルダリング
体験教室 8/6

親子自転車体験
大塚鷲敷工場 5/28

インディゴ野球教室 
相生こども園 5/18  わじきこども園 6/27

防災サマーキャンプ
徳島駐屯地 8/3

2023エキサイティングサマー
インワジキ合同補導 8/13

太龍寺ボランティア清掃 6/17

木頭学園防災訓練 6/22

相談ホットライン相談ホットライン
電話：62–1106

携帯：090–3184–3646（ショートメール）

月～金 9：00～17：00
那賀町教育委員会（担当：丹生）

氷柱観音氷柱観音
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那賀交番からのお知らせ那賀交番からのお知らせ

◇秋の全国交通安全運動
期間：９月21日（木）〜９月30日（土）
◇交通事故死ゼロを目指す日
期間：９月30日（土）
● 子どもや高齢者を始めとする歩行者の

安全確保
　・横断歩道は、歩行者優先！
　・歩行者も交通ルールを守ろう。
● 夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止

及び飲酒運転の根絶
　・夕暮れ時は、早めのライト点灯
　・反射材を活用しよう！
　・お酒を飲んだら運転しない・させない
●自転車の交通ルール遵守の徹底
　・大人も子供もヘルメットを着用！
★自転車安全利用五則★
　・�車道走行が原則、左側通行、歩道は

例外、歩行者優先
　・�交差点では信号と一時停止を守って

安全確認
　・夜間はライト点灯
　・飲酒運転の禁止
　・ヘルメットの着用

昨年度から着手していた屋内のドローンサー
キットが仕上がり５月のはじめには香川県のド
ローンのチームを招き練習会を開催することがで
きました。

限られたスペースでものびのびと飛ばすこと
ができるようなゲート配置など、以前よりも飛ば
しやすいコースになるようアドバイスも頂きま
した。

また徳島県のドローンレースチーム「WTW徳
島」の練習を週１回開催したり、フリースクール
の子どもを招き操縦体験をしてもらうなど、定期
的にフィールドを活用してもらう機会も増えてい
ます。

しかし、６月の豪雨の影響で事業がストップす
るなど良いことばかりではありませんでした。

今後もこのサーキットを軸にドローンの活動を
どう広めていくということが私の協力隊活動の屋
台骨になります。

また７月に入り猛暑日が続くなか冷房器具も準
備できてないため、目下の課題はこの夏をどう乗
り切っていくかを考えています。

洪水調節・緊急放流 ダムに流れてくる水の量（流入量）が2,500m3/sを
超えた場合、流入量を少しずつダムに貯める操作を行
い、ダム下流地域への洪水被害の低減を図ることを「洪
水調節」と言います。
なお、ダムが満水になると予測される場合は、これ

以上ダムに水を貯めることが出来ないため、ダムから
の流下量（放流量）をダムに流れてくる量（流入量）
と同程度に近づけて、ダムに入ってくる水をそのまま
下流へ流すことを「緊急放流」と言います（※ダムに
流れてくる流入量以上にダムから下流へ水を流すこと
はありません）。ダムが満水にならない予測となった場
合は、引き続き洪水調節を実施します。
緊急放流を行ったとしても、最大放流量のピーク時

間を遅らせ、最大放流量を少しでも低減できる場合もあります。しかし、すでに異常な洪水になっていると予想さ
れるため、自治体からの情報に注意し、避難するなど身を守る行動をお願いします。

本コーナーに関するご意見は、下記までメール又はお葉書でお願いします。　
長安口ダム管理所　〒771–5505　那賀町長安向イ22-1　E-mail　skr-nakaga70@mlit.go.jp

那賀川 防災情報コーナー那賀川 防災情報コーナー Vol.145
皆さんこんにちは、国土交通省那賀川河川事務所です。
『ダムの洪水調節・緊急放流』についてのお知らせです。

那賀町消防署からのお知らせ那賀町消防署からのお知らせ

毎年、９月９日は「救急の日」
救急車を利用しないよう、病気やケガの
予防をすることは大切ですが、もし救急
車が必要な場合は、迷わず「119番通報」
をしてください。
円滑に救急車を出動させるためにも、通
報者のご協力が不可欠です！
通信指令員が聴取する内容は以下の通り
です。
①救急車を向かわせる場所
→�固定の電話番号から住所を検索するこ
とがあります。

②病気やケガをした人の状態
→�応急処置の必要性や装備の追加、医療
機関との連携が必要か判断します。

③病気やケガをした人の氏名、年齢
初めての119番通報や経験したことのな
い体験を目の前に、不安や緊張、焦りな
ど、いつも通りに電話することが難しい
と思いますが、通信指令員が丁寧に対応
いたしますので、ご安心ください。
那賀町消防署　☎️0884-62-1119
上流出張所　☎️0884-67-0625

広報なか８月号の誤りについて広報なか８月号の誤りについて

８月７日に発行いたしました「広報なか
８月号」内に誤りがございました。
この場をお借りしてお詫び申し上げます
とともに、訂正させていただきます。
●広報なか８月号 ４ページ目
誤）○あいおいこども園
　　　☎️62-1184（保育部）
　　　　　↓
正）○あいおいこども園
　　　☎62-0595（保育部）
●広報なか８月号 ６ページ目
誤）高田　美祐貴
　　　　　↓
正）高田　美佑貴
●広報なか８月号 24ページ目
誤）≪MC≫犬飼　貴史
　　　　　↓
正）≪MC≫犬飼　貴丈

暮らしの情報暮らしの情報

相生地区担当　大西　雄三

那賀町地域子育て支援センターからのお知らせ
開所日：平日９：00～17：00　TEL 0884–64–1220

９月４日（月）10：30〜　英語であそぼう
　　８日（火）10：30〜　親子ヨガ
　　12日（火）　　　　　　保健師の身体測定・育児相談・管理栄養士の栄養相談
　　14日（木）　　　　　　パネルシアターを楽しもう
　　19日（火）10：30〜　絵本の読み聞かせ
　　26日（火）10：00〜　那賀町山のおもちゃ美術館であそぼう

2023年9月3日～10月4日までの行事予定 ★ 2023年７月の利用者数
120名

各こども園の各こども園の
子育て支援日について子育て支援日について
★あいおいこども園
　（火・木曜日の９：00～12：00）
★ひらだにこども園
　（木曜日の９：00～12：00）
★きとうこども園
　（水曜日の９：00～12：00）
★出張ひろば（旧桜谷保育園）
　（水曜日の９：00～12：00）

※ 出張ひろばのみ前週の金曜日ま
でに予約をして下さい。予約は
那賀町地域子育て支援センター
まで。

TEL 0884‒64‒1220

プログラムが変更・中止になる場合もあります。ご理解とご協力をお願いいたします。（プ
ログラムは午前中に行っています。）不明な点がありましたら那賀町地域子育て支援セン
ターまでお問い合わせください。

９月生まれのお友だちお誕生日おめでとう♪　　
９月がお誕生日のお友だちはプレゼントの準備をしますので、９月14日（木）まで
に当センターまでお知らせ下さい。待っています♪

土曜開所日のお知らせ
９月の開所日は30日です。あそびにきてね♪ ※10月２日（月）支援センターはおやすみです。
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【問合せ先】
川口ダム自然エネルギーミュージアム　
☎️0884-62-2209（FAX兼用）
休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
開館時間：９：30〜16：30
入館料：無料

四国南東部イベント情報四国南東部イベント情報

◆宍喰八幡神社祭り
開催日：９月23日〜９月24日
場　所：宍喰八幡神社周辺（海陽町）
連絡先：海陽町観光協会
　　　　☎️0884-76-3050
◆北川農村舞台公演
開催日：10月１日
場　所：北川八幡神社境内（那賀町）
連絡先：那賀町教育委員会
　　　　☎️0884-62-1106
◆東洋的漫遊祭
開催日：９月30日〜10月１日
場　所：安芸市内（高知県安芸市）
連絡先：東風ノ家
　　　　☎️070-4141-1004
◆第39回馬路おしどりマラソン大会
開催日：９月17日（イベント開催）
場　所：馬路温泉周辺マラソンコース
　　　　（高知県馬路村）
連絡先：馬路村役場教育委員会
　　　　☎️0887-44-2216
◆斎藤さゆり展
開催日：９月10日〜10月22日
場　所：モネの庭（高知県北川村）
連絡先：モネの庭 0887-32-1233

那賀町スマホ体験教室のお知らせ那賀町スマホ体験教室のお知らせ

～スマホをもっと使いこなしたい方へ～
既にお持ちの方も、これから使いたい方
もどなたでも参加ＯＫ！�
主催：公益財団法人ｅ–とくしま推進財団
共催：那賀町役場
日時：�10月16日（月）、23日（月）、30日（月）
　　　�11月１日（水）、8日（水）、15日（水）
※計６回連続しての受講をお願いします。
会　　場：那賀町地域交流センター
　　　　　（２階交流ホール３）
参 加 費：無料
定　　員：�先着10名（定員になり次第募集終了）
受付開始：９月６日（水）午前９時〜
申 込 先：那賀町役場総務課
　　　　　☎️0884-62-1121
　　　　　　（土日祝は除く）

妊娠届の受付と母子手帳の交付は妊娠届の受付と母子手帳の交付は
保健センターで行っています。保健センターで行っています。

電話もしくは、インターネットからご予
約ください。

（注意）役場・各支所では受付・交付で
きません。
妊娠から子育てのご相談については、「那
賀町地域子育て世代包括支援センター
（保健センター内）」へお気軽にお問い合
わせください。

【予約・問合せ先】
那賀町子育て世代包括支援センター
（保健センター内）
☎️0884-62-3892
所在地：那賀町大久保字大西3-2

９・10月那賀よしクラブ９・10月那賀よしクラブ

場所：鷲敷B&G海洋センター体育館
全教室初回無料体験実施中！

◆こども体操教室
毎週火曜日�午後６時15分〜７時15分
※第１・３週は小学校低学年
　第２・４週は幼児
◆歪み改善！ポールほぐし
毎月第１・３火曜日�午前10時〜11時
◆ココロとカラダ、すっきりヨガ
毎週木曜日�午前10時〜11時
◆気軽に運動教室《ナカスポ》
毎月第１・３�火曜日、毎週木曜日
午前10時〜11時
◆キッズダンス教室
毎月第１・３土曜日
第１土曜�午後６時〜７時（小学２年生以下）
������������午後７時〜８時（小学３年生以上）
第３土曜��午後７時〜８時（全年齢対象）
◆体幹バランス・ポール＆ヨガ
毎月第１・３火曜日
午後７時30分〜８時30分
◆オヤスミまえのリラックスヨガ
毎週木曜日�午後７時30分〜８時30分
◆エアロビクス
毎月第２・４土曜日�午後８時〜９時
☆令和５年度会員募集中☆
会員になると、クラブで実施している各
教室やイベントに会員料金で参加してい
ただけます。また、会員が集まって
B&G体育館を使用する時は施設使用料
が無料になります。
年会費�1,200円＋スポーツ安全保険料
（中学生以下800円、高校生以上1,850円、
65歳以上1,200円）
※�参加料等、詳しい内容はクラブ事務局
にあるパンフレットをご覧いただくか
下記までお問い合わせください。

　☎️0884-62-1300

相生森林美術館だより相生森林美術館だより

◆企画展　浜田桂子　絵本原画展
期　間：９月10日（日）まで
休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
入館料：一般（高校生以上）550円
　　　　中学生以下無料
好評開催中の「浜田桂子�絵本原画展」
の会期も残りわずかとなりました。
ミュージアムショップでは展示作品の絵
本なども期間限定で販売中です。この機
会に浜田さんの絵本の世界をどうぞお楽
しみください。
◇次回企画展
秋の企画展「平木美鶴展」
期　間：９月16日（土）〜11月26日（日）
休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
入館料：一般（高校生以上）550円
　　　　中学生以下無料
当館の収蔵作家であり、徳島を拠点に国
内外で活躍する平木美鶴氏（日本版画協
会会員・二紀会委員・徳島大学教授）の
木版画・絵画等の作品を紹介します。ど
うぞお楽しみに。
◇平木美鶴展ギャラリートーク
開催日時：９月17日（日）、10月14日（土）
　　　　　13時30分〜14時30分
講　　師：平木美鶴氏
※所定の入館料が必要です。
◇講座のお知らせ
古文書講座
開催日時：９月24日（日）
　　　　　13時30分〜15時30分
◇休館日のお知らせ
展示替えのため９月12日（火）〜９月
15日（金）を臨時休館日とさせていた
だきます。
◇ラウンジコンサート
－マンドリンとギター－
開催日時：10月29日（日）午後２時開演
場　　所：相生森林美術館ラウンジ
出　　演：堀部�誠一（マンドリン）
　　　　　平岡�範彦（ギター）
参 加 料：一般�550円
定　　員：先着30名程度　※要申込
申 込 先：相生森林美術館
　　　　　☎️0884-62-1117

女性のための生き方なんでも相談女性のための生き方なんでも相談

相談時間は、１回50分、相談料は無料。
※面接相談・電話相談ともに予約が必要
◆面接相談・電話相談
日時：第１・第３・第５火曜日
　　　午後１時〜午後５時まで
　　　第２・第４火曜日
　　　午後１時〜午後４時まで
　　　第２・第４金曜日
　　　午後１時〜午後４時まで
場所：阿南市役所５階相談室
◆オンライン相談
日時：第３土曜日
　　　午後１時から午後３時まで
場所：阿南市役所５階相談室
☎️0884-22-0361

川口エネ・ミュー便り川口エネ・ミュー便り

◆ 全国科学館連携協議会巡回展示「土か
らわかる防災のおはなし」

開催日：９月１日（金）〜９月30日（土）
　　　　※休館日を除く
　　　　９時30分〜16時30分
参加料：無料
◆ワクワク手作り液体万華鏡
開催日：９月２日（土）〜９月30日（土）
　　　　の土日及び祝日
　　　　９時30分〜16時30分
◆�ZOOM×オンライン授業
　「電気エネルギーの選択」
開催日：９月23日（土祝）�13時〜15時
定　員： 先着100名（申し込まれた方

は、後日メールで詳細をご連絡
いたします）

※�パソコンやスマホを利用して、ご自宅
から参加が可能です。

参加料：無料（通信費はご負担ください）
対象者：小学校３年生〜一般
　　　　（インターネット環境のある方）
申込締切：９月16日（土）
申込方法：下記、二次元コードから申込

徳島県「女性つながりサポート事業」徳島県「女性つながりサポート事業」

つながり支援ピアサポートとくしまの事
業の一環として女性を対象に「生理用品」
の提供を行います。
期間：令和５年９月11日〜
　　　令和６年２月末
場所：那賀町役場住民課窓口及び各支所
条件：女性１人につき１パック
　　　※男性の方には、お渡しできません。
　　　※無くなり次第終了いたします。
主体：特定非営利活動法人GWEI
　　　（徳島県委託）

出張労働相談会（南部）出張労働相談会（南部）

解雇・賃金未払・パワハラ等の労使間ト
ラブルについて相談してみませんか？
日　　時：10月１日（日）13時〜16時
　　　　　�（受付12時45分〜15時30分

まで）
場　　所： 阿南ひまわり会館
　　　　　２階「研修室（うめ）」
　　　　　（阿南市富岡町北通33-1）
申込方法：電話・FAX・メール
申込締切：９月29日（金）15時　

【申込及び問合せ先】
電話：088-621-3234（土日祝日を除く）
FAX：088-621-2889
Mail：roudouiinkai@pref.tokushima.jp

第49回上那賀地区産業文化祭第49回上那賀地区産業文化祭

文化祭出演者・展示作品を募集します！
開 催 日：12月10日（日）
場　　所：旧桜谷小学校
申込締切：出演�９月29日（金）�
　　　　　出展�11月17日（金）

【申込・問合せ先】　
上那賀支所
☎️0884-66-0111

暮らしの情報暮らしの情報

（一社）四国の右下
観光局HP

（一社）高知県東部
観光協議会HP

暮らしの情報暮らしの情報

※�内容の詳細については、上記問合せ先
までお問合せください。

申込二次元コード

◀妊娠届予約はこちら

那賀町の子育て情報は「那賀町子育て
ネット」で検索 ～妊娠・出産・子育て～

那賀町子育てネット那賀町子育てネット
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木 頭 図 書 館 だ よ り

鷲 敷 図 書 室 だ よ り

■ 木頭図書館 TEL 0884–68–2226
FAX 0884–68–2566

【休 館 日】日曜・祝日・第３月曜日
【開館時間】10：30～18：00（土曜は17：00まで）
  ※１人10冊まで。貸出期間は２週間です。

■ 鷲敷図書室 TEL・FAX 0884–63–0117
【休 室 日】月曜・火曜
【開室時間】9：00～12：00、13：00～16：00
  ※木頭図書館の本も貸出できます。

新着本を紹介します
※一部だけご紹介します。

＊ ご利用くださいませ ＊＊ ご利用くださいませ ＊ 木頭図書館　蔵書

■ 児童書
おちばのほん� いわさゆうこ
つきみのまつり� 羽尻　利門
せんそうがおわるまで、あと2分�
� ジャック・ゴールドスティン
パンどろぼうとなぞのフランスパン� 柴田ケイコ
ヨルとよる� あさのますみ
よるのあいだに…� ポリー・フェイバー
コんガらガっちでんしゃでおでかけビンゴの本　
� ユーフラテス
クマ大図鑑�体のひみつから人とのかかわりまで
� 小池　伸介

■ 一般書
ハンチバック� 市川　沙央
この夏の星を見る� 辻村　深月
墨のゆらめき� 三浦しをん
滔々と紅� 志坂　　圭
キリエのうた� 岩井　俊二
ムーン・ベアも月を見ている� 山崎　晃司
ある日、森の中でクマさんのウンコに出会ったら

小池　伸介
米旅・麺旅のベトナム� 木村　　聡
世界一わかりやすい俳句の授業� 夏井いつき
少人数で生き抜く地域をつくる　 佐久間康富／柴田　　祐
樹木希林　120の遺言� 樹木　希林
いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景365日

TABIZINE

新着本を紹介します
※一部だけご紹介します。

■ 児童書
メメンとモリ� ヨシタケシンスケ
あけないでください！� ラルフ・ブチュコウ
パンダのおさじとフライパンダ� 柴田ケイコ
しずくちゃん�40� ぎぼりつこ
名探偵コナン�103� 青山　剛昌
とにかくかわいいいきもの図鑑� 今泉　忠明

■ 一般書
ハンチバック（芥川賞）� 市川　沙央
極楽征夷大将軍�（直木賞）� 垣根　涼介
骨灰� 冲方　　丁
踏切の幽霊� 高野　和明
香港警察東京分室� 月村　了衛
はるか、ブレーメン� 重松　　清
闘いの庭　咲く女� ジェーン・スー
休日ブック� メディコム

【お知らせ】
図書館を情報発信や交流の場として活用しています。図書館ご利用の際などにもお気軽にお立ち寄りください。
※当面の予定です。変更になることもありますので木頭図書館までお問い合わせください。
毎週木曜日：「集落支援員移動事務所」集落支援員川人さんの日常のちょっとした困りごと相談など
毎週火曜日：�「ツキノワグマ情報の発信」四国自然史科学研究センター安藤さんによるツキノワグマ解説や情報提供など

鷲敷地区のみなさんへ

10月の大型ゴミの受付は９月末までです！
鷲敷地区の大型ゴミ収集は10月ですが、受付は収集月の前月中までです。
※各地区の収集日はゴミ収集カレンダーでご確認ください。

受付期日までに役場窓口でシール券をご購入ください。
・大型ゴミの品目によってシール券の金額は異なります
　（詳しくは窓口または環境課へおたずねください）。
・１回の回収で１世帯につき10個まで大型ゴミが出せます。
・直接のお持ち込みについてはクリーンセンター
　（℡�0884-64-0754　IP�050-8800-2037）へご連絡ください。
　【問い合わせ先】那賀町役場環境課　TEL 0884-62–1192

種樹 長さ 径級 平均単価

杉

３ｍ
10～13 6,000円/㎥
14～16 12,000円/㎥
18～22 14,000円/㎥

４ｍ
10～13 9,000円/㎥
14～16 12,000円/㎥
18～32 15,000円/㎥

種樹 長さ 径級 平均単価

桧

３ｍ
10～13 6,000円/㎥
14～16 18,000円/㎥
18～22 18,000円/㎥

４ｍ
10～13 9,000円/㎥
14～16 19,000円/㎥
18～22 19,000円/㎥

令和５年 7月 木材市況木材市況
《 相生共販所 》

●売上数量
　848㎥
　（230,868才）

９月の行政相談開設日
開催日時 相談所 相談委員

9月21日（木）10時　　～12時 那賀町地域交流センター 西田　　整 委員

9月27日（水）10時　　～12時 相生老人福祉センター 中田　昌一 委員

9月15日（金）13時半～15時半 上 那 賀 支 所 新居　　貢 委員
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９月の人権相談 相談は無料で秘密は固く守られます。
お気軽に人権擁護委員にご相談ください。

ひまわりは
人権の花です。

相談を希望される方は前日までに住民課（TEL�0884-62-1194）までご連絡ください。

相 談 日：９月15日（金）13：00〜15：00
相談場所：木沢支所

　７月29日、林業ビジネスセン
ターにおいて「第48回相生まつ
り」が開催され、今年は町内外
から約800名が訪れました。福
富弥生さんのライブやキッズダ
ンス、吹筒煙火など盛りだくさ
んの内容で会場を熱く盛り上げ
ました！
　ご来場いただいた方をはじめ、
関係者の皆様ご協力ありがとう
ございました。

第48回第48回
相生まつり相生まつり
開催報告開催報告
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　那賀町認定こども園では、コロナ禍における電力・ガス・食料品等の価格高騰による保護者の経済的　那賀町認定こども園では、コロナ禍における電力・ガス・食料品等の価格高騰による保護者の経済的
負担軽減及び未就学児の継続的な見守りを目的とし、下記期間においておむつとおしり拭きを支給し、負担軽減及び未就学児の継続的な見守りを目的とし、下記期間においておむつとおしり拭きを支給し、
保育料を無料化いたします。保育料を無料化いたします。
　なお、おむつ支給事業は申請が必要となりますのでご注意ください。　なお、おむつ支給事業は申請が必要となりますのでご注意ください。
　　今後もより良いこども園を目指し、改善に取り組んでいきます。今後もより良いこども園を目指し、改善に取り組んでいきます。

◆実施期間：令和５年９月１日～令和６年３月31日◆実施期間：令和５年９月１日～令和６年３月31日
◆ おむつ支給事業申請期間：令和５年８月１日～令和６年２月15日（３月使用分まで）◆ おむつ支給事業申請期間：令和５年８月１日～令和６年２月15日（３月使用分まで）
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令和５年９月１日よりおむつ支給事業、令和５年９月１日よりおむつ支給事業、
保育料無料化が、スタートします!!!保育料無料化が、スタートします!!!

防衛省職員採用試験案内防衛省職員採用試験案内

おむつ等支給事業おむつ等支給事業
ホームページ QRコードホームページ QRコード

申請用QRコード申請用QRコード
随時受付中随時受付中

未就園児の２回目以降の未就園児の２回目以降の
注文はこちらから注文はこちらから

保育料無料化保育料無料化
ホームページ QRコードホームページ QRコード

すこやか子育て課　62-1150
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防衛省では、災害派遣や国際貢献等で活躍する自衛官を募集しています。防衛省では、災害派遣や国際貢献等で活躍する自衛官を募集しています。
転職をお考えの方も大歓迎です。あなたの知識・経験を生かしてみませんか？転職をお考えの方も大歓迎です。あなたの知識・経験を生かしてみませんか？

受験資格：受験資格：18歳以上33歳未満の男女18歳以上33歳未満の男女
試験日程：試験日程：９月下旬及び10月中旬９月下旬及び10月中旬
試験内容：試験内容：Web又は筆記(択一式)、面接、身体検査 Web又は筆記(択一式)、面接、身体検査 
　　　　　※体力試験はありません　　　　　※体力試験はありません
採　　用：採　　用：令和６年３月下旬～４月上旬令和６年３月下旬～４月上旬 徳島地本HP徳島地本HP

nclj768
四角形


